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岡山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び  
岡山県市町村総合事務組合規約の変更について（依頼）  

 
 

 このことについて，地方公務員等共済組合法の改正に伴い，非常勤職

員のうち被用者保険（厚生年金・健康保険）の適用対象者で，令和 4 年

10 月 1 日から岡山県市町村職員共済組合の組合員とされる者について，

当組合の福利厚生の増進に関する事務の適用対象とすることといたしま

した。  
このことに伴い，共同処理する事務を変更し，当組合規約を別紙議案

のとおり変更する必要が生じることから，地方自治法の関係規定により

組合市町村の議決又は専決処分が必要となります。  
つきましては，当組合から県知事あて申請しますので，原本証明をし

た議決書又は専決処分書の写しを令和 4 年 2 月 28 日までに，当組合あ

て提出してください。  
 
※ 議案は，当組合ホームページ（http://www.okayama-choson.jp）  
  の「新着情報」からダウンロードできます。  

○写  
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議案第○号 
 

岡山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び 
岡山県市町村総合事務組合規約の変更 

 
地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 286 条第 1 項の規定により，令和 4 年 10 月

1 日から岡山県市町村総合事務組合の共同処理する事務のうち福利厚生の増進に関する

事務の一部を変更し，岡山県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。 
 
令和○年○月○日提出 

○○○市町村 
                        市町村長 ○ ○ ○ ○ 
 

岡山県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 
 
 岡山県市町村総合事務組合規約（平成 17 年岡山県指令市第 1 号）の一部を次のよう

に変更する。 
 第 3 条第 4 号を次のように改める。 
 (4) 岡山県市町村職員共済組合の組合員である職員に対する福利厚生の増進に関す

る事務 
附 則 

この規約は，令和 4 年 10 月 1 日から施行する。 
 
［提案理由］ 
 地方公務員等共済組合法の改正により，非常勤職員のうち被用者保険（厚生年金・健

康保険）の適用対象者で，令和 4 年 10 月 1 日から岡山県市町村職員共済組合の組合員

とされる者について，岡山県市町村総合事務組合の福利厚生の増進に関する事務の適用

対象とするため，共同処理する事務を変更し，規約を変更する必要がある。 
これが，この議案を提出する理由である。 
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岡山県市町村総合事務組合規約一部変更新旧対照表 
新 旧 

 （組合の共同処理する事務） 
第３条 略 
 (1)～(3) 略 

(4) 岡山県市町村職員共済組合の組合員である

職員に対する福利厚生の増進に関する事務 
 
 
(5) 略 

 （組合の共同処理する事務） 
第３条 略 
 (1)～(3) 略 

(4) 常勤の職員（岡山県市町村職員共済組合の組

合員である者に限る。）に対する医療補助金の

給付，生活資金の貸付け，結婚祝金の給付等福

利厚生の増進に関する事務 
(5) 略 
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